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社会保険労務士法人 Ｄ・プロデュースが毎月お送りしています 

ブログも更新中！是非ご覧ください！      

http://d-produce.net/ 
Facebook https://www.facebook.com/d.produce 

 

 

 

 

ご連絡先：  

〒231-0012 

神奈川県横浜市中区相生町 1-15 第二東商ビル 6F 

TEL：045-226-5482  FAX：045-226-5483 

E-Mail：info@d-produce.com        

HP：https://www.d-produce.com  

https://d-produce-yokohama.com 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

３月スタート!? 子どもへのコロナワクチン

接種でわかっていることとは？ 

 

◆休園・休校が大幅に増加 

 感染拡大により、保育所等の全面休園は 777

（２月３日時点）、公立学校の全面休校は 1,114

（１月 26 日時点）となっています。そのため、５

～11 歳の子どもを新たに新型コロナワクチンの

接種対象に加えることが決定されました。 

 

◆早ければ３月頃から接種開始 

 厚生労働省の１月 28 日付資料によれば、２月

下旬に５～11 歳用のファイザー社のワクチンの

配分を開始し、予防接種法関係の改正を経て、

早ければ３月頃から接種が可能になるとされて

います。 

大人用とは異なる製品が使われるため、混同

を避けるためとして、子ども専用の接種会場を

設置する自治体もあります。 

 

◆子どものワクチン接種で従業員が休まざるを

得なくなったら？ 

 厚生労働省の新型コロナウイルスに関する

Q&A（企業の方向け）では、子どものワクチン接

種では保護者の同伴が原則とされるため、休暇

や労働時間の取扱いについて次のような方法を

検討してほしいとしています（問 21）。 

・子の看護休暇の周知や要件緩和 

・失効年休積立制度などの活用 

 

 

◆「子の看護休暇」とは？ 

育児介護休業法上、未就学の子を養育する

労働者は、申出により、年間５労働日（子が２人

以上の場合は 10 労働日）まで、子の看護また

は子に予防接種・健康診断を受けさせるため

に、１日単位または時間単位で休暇を取得でき

るとされています。事業主は、この休暇の申出を

拒むことができません。 

 ３月以降、従業員自身が３回目の接種を受け

るケースも増えますから、業務に支障が出ない

よう、早めに影響を見極めて対応を検討しておく

とよいでしょう。 

 

【厚生労働省「新型コロナウイルスワクチンの接種

体制確保について」】 

https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/00

0888766.pdf 

 

【厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A

（企業の方向け）」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/b

unya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.

html#Q4-21 
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外国人労働者数、雇用事業者数とも過去

最高、増加率はやや鈍化～厚労省まとめ 

 

厚生労働省は１月 28 日、昨年 10 月末現在

の外国人雇用についての届出状況の取りまとめ

を公表しました。 

届出の対象は、事業主に雇用される外国人

労働者（特別永住者、在留資格「外交」・「公用」

の者を除く。）で、数値は令和３年 10月末時点で

事業主から提出のあった届出件数を集計したも

のです。 

 

◆外国人労働者数、外国人を雇用する事業所

数ともに、届出の義務化以降最高を更新 

外国人を雇用する事業所数は 28 万 5,080 か

所、外国人労働者数は 172 万 7,221 人で、昨年

10 月末現在の 26 万 7,243 か所、172 万 4,328

人に比べて、１万 7,837 か所、2,893 人の増加と

なっています。 

外国人を雇用する事業所数および外国人労

働者数ともに、平成 19年に届出が義務化されて

以降で最高の数値を更新したものの、対前年増

加率は、事業所数で 6.7％と前年 10.2％から 3.5

ポイントの減少、労働者数で 0.2％と前年 4.0％

から 3.8 ポイントの減少といずれも減少していま

す。 

 

◆国籍別では、ベトナムが最多の 45万 3,344人。

次いで中国、フィリピン 

国籍別にみると、ベトナムが最も多い 45 万

3,344 人で、外国人労働者数全体の 26.2％を占

めています。次いで、中国 39 万 7,084 人（同

23.0％）、フィリピン 19 万 1,083 人（同 11.1％）の

順となっています。 

 

◆産業別では「製造業」が最多で、全体の

27.0％ 

外国人労働者数の産業別の割合をみると、

「製造業」が 27.0％を占め、次いで「サービス業

（他に分類されないもの）」が 16.3％、「卸売業、

小売業」が 13.3％となっています。 

※外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の

総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及

び職業生活の充実等に関する法律に基づき、

外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支

援などを目的とし、すべての事業主に、外国

人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資

格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣

（ハローワーク）へ届け出ることが義務付けら

れています。 

 

【厚生労働省：「外国人雇用状況」の届出状況まと

め（令和３年 10 月末現在）】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23495.h

tml 

 

 

中小企業でも被害が急増中！ 「ランサム

ウェア」対策を講じておきましょう！ 

 

◆増える「ランサムウェア」被害 

身代金要求型のコンピュータウイルス「ランサ

ムウェア」の被害が深刻化しています。警察庁に

よると、昨年１年間の被害相談は 33都道府県で

146 件に上り、統計を取り始めた一昨年（４月～

12 月）の 23 件から急増しました。 

ランサムウェアは、システムに侵入して、デー

タを暗号化する、閲覧・編集権限を剥奪するなど

によりデータを使用不能にし、その復旧の見返り

として身代金を要求するウイルスです。身代金

の支払いに応じなければデータを公開するとの

脅迫がなされることもあります。 

 

◆中小企業こそ「ランサムウェア」対策が必要 

「ランサムウェアの対象は大手企業」と思われ

がちですが、中小企業ほど警戒すべきといえま

す。今や業務でパソコンやインターネットを利用

するのは当たり前のことですが、セキュリティが

堅牢な大企業に比べ、中小企業ではまだまだセ

キュリティ意識が低いことが多く、またセキュリ

ティ強化のための予算や人材を確保しづらいと

いった理由から、ランサムウェアが侵入しやすい

状況となっているためです。実際、警察庁の前

記統計では、79 件の中小企業が被害に遭って

いました。“我がこと”として対策を講じておかな

ければなりません。 
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◆必要な「ランサムウェア」対策 

対策として最も有効なのは、セキュリティソフト

を導入することです。ただし、セキュリティソフトは

未知のものには機能しませんので、定期的に

アップデートを行いましょう。また、ライセンスの

期限にも注意が必要です。 

ランサムウェアではデータが暗号化等されるこ

とにより、業務に必要なデータが使用できなく

なって業務に支障が生じることも考えられます。

万が一の事態に備えて、重要なデータは常に

バックアップを取っておくことも大切です。 

 

 

3月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 

 

10 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納

付［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前

月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

15 日 

○ 個人の青色申告承認申請書の提出＜新規

適用のもの＞［税務署］ 

○ 個人の道府県民税および市町村民税の申

告［市区町村］ 

○ 個人事業税の申告［税務署］ 

○ 個人事業所税の申告［都・市］ 

○ 贈与税の申告期限＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告期限［税務署］ 

○ 確定申告税額の延納の届出書の提出［税

務署］ 

○ 財産債務調書、国外財産調書の提出 

○ 総収入金額報告書の提出［税務署］ 

 

31 日 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀

行］ 

○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金

事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用

状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保

険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末

日＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 個人事業者の消費税の確定申告期限［税

務署］ 

 

 

編集後記 

皆さまこんにちは。D プロ黒田です。 

もうすぐ春。今年の冬は雪も降りすごく寒かった

ですね。 

 

昨年の東京オリンピックに続き今年は冬季オリ

ンピック。 

あっという間に終わってしまいましたね。 

そんな中カーリング女子の試合は何試合か応援

し、ピンチの時こその決断力と団結力は吸い込

まれるほどの魅力がありました。 

皆さんは冬季オリンピック昼間の試合がたくさん

あったようですがご覧になれましたか？ 

 

Dプロデュースでは 1月からの新メンバーも加わ

り活気ある事務所内。 

前向きに努力している姿は応援したくなります。 

私も今年は若い皆さんを見習って公私ともに充

実できるよう、努力していきたいと思います。 

 

旧横浜市役所跡地、2025 年頃新しく生まれ変

わるようですね。 

関内駅近くに K学院大学の校舎も新設されてお

り、これから関内駅周辺も活気づいてくるのでは

ないでしょうか。 

未来に向かってまた楽しみが増えました。 

 

花粉症の季節となりましたが、 

皆さまお身体に気を付けて、お過ごしください。 

 


